
こ
れ
ま
で
国
保
に
は

傷
病
手
当
の
制
度
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

昨
年
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お

い
て
被
用
者
（
雇
用
さ

れ
て
い
る
も
の
）
に
は

傷
病
手
当
を
支
給
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
事
業
主
本
人

が
コ
ロ
ナ
に
感
染
す
る

場
合
も
あ
り
、
対
象
に

入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

の
要
望
が
自
営
業
者
か

ら
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け

て
日
本
共
産
党
市
議
団

は
５
月
１
８
日
に
市
長

宛
て
要
望
書
を
提
出
し

て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

和
歌
山
民
主
商
工
会
、

和
歌
山
市
社
会
保
障
推

進
協
議
会
も
同
２
５
日

に
市
に
要
望
書
を
提
出
。

市
は
６
月
議
会
に
お

い
て
市
の
条
例
を
改
正

し
、
事
業
主
も
対
象
と

し
て
拡
大
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

①
対
象
者
は
事
業
所
得

が
あ
る
被
保
険
者
で

療
養
の
た
め
に
業
務

に
つ
く
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
で
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
に
感
染
し
た
場

合
、
ま
た
は
発
熱
等

の
症
状
が
あ
り
感
染

が
疑
わ
れ
る
場
合
に

限
る
と
な
っ
て
い
ま

す
。

②
支
給
額
は
一
日
当
た

り
4
千
円

③
支
給
日

数
は
業

務
に
つ

く
こ
と

が
で
き

な
く
な

っ
た
日
か
ら
起
算
し

て
３
日
を
経
過
し
た

日
か
ら
業
務
に
つ
く

こ
と
が
で
き
な
い
期

間
で
す
。

申
請
や
制
度
そ
の
も

の
の
期
限
が
あ
り
ま
す
。

漏
れ
が
な
い
よ
う
に
ご

活
用
下
さ
い
。

①
支
給
対
象

ひ
と
り
親
世
帯

（
ア
）
２
０
２
１
年

５
月
分
の
児
童
扶

養
手
当
受
給
者

（
申
請
は
不
要
で

す
）

（
イ
）
公
的
年
金
受

給
に
よ
り
４
月
分

の
児
童
扶
養
手
当

を
受
給
し
て
い
な

い
方
（
申
請
が
必

要
で
す
）

（
ウ
）
新
型
コ
ロ
ナ

の
影
響
で
家
計
が

急
変
し
、
収
入
が

児
童
扶
養
手
当
受

給
者
と
同
水
準
に

な
っ
た
方
（
申
請

が
必
要
で
す
）

（
２
面
に
続
く
）

コ
ロ
ナ
対
策
で
要
望
み
の
る

和歌山市議員団

TEL(435)1113
FAX(421)4181

2021年
８月号

森下さち子ニュース
ホームペ－ジ http://jcpwkym.sakura.ne.jp/giindan/morishita/

暑い暑い日

が続いていま

す。いかがお

過ごしでしょ

うか。今年の

土用の丑は７

月２８日でした。夏の土用

は暑さで体調を崩しやすい

ことがもとになっていると

か。みなさんはウナギを召

し上がりましたか。近年の

シラスウナギが激減してい

ることからウナギは年々高

嶺の花になりつつあります。

代わりに“ウ”のつくもの

梅干し、うどん、瓜などで

もいいそうです。夏こそしっ

かり食べて乗り切りたいも

のです。

―

国
保
の
傷
病
手
当

事
業
者
に
も―

コ
ロ
ナ
対
策
関
連
の
新
し
い
制
度
紹
介

【
子
育
て
世
帯
生
活

支
援
特
別
給
付
金
】



（
１
面
の
続
き
）

ひ
と
り
親
世
帯
以
外
の

方（
ア
）
２
０
２
１
年
４

月
分
の
児
童
手
当
ま

た
は
特
別
児
童
扶
養

手
当
の
受
給
者
で
２

０
２
１
年
度
の
住
民

税
均
等
割
が
非
課
税

の
方

（
イ
）
（
ア
）
の
他
、

対
象
児
童
の
養
育
者

で
２
０
２
１
年
度
の

住
民
税
均
等
割
が
非

課
税
で
あ
る
方
、
も

し
く
は
新
型
コ
ロ
ナ

の
影
響
で
家
計
が
急

変
し
、
２
０
２
１
年

度
の
住
民
税
均
等
割

が
非
課
税
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
方

②
支
給
額
は
児
童
一
人
当

た
り
５
万
円
で
す
。

③
申
請
期
限
は
２
０
２
２

年
２
月
２
８
日
ま
で

①
交
付
対
象

２
０
２
１
年
７
月
１
日

時
点
に

市
内
に

在
住
し

て
い
る

方
で
２

０
２
１

年
度
中
に
６
５
歳

以

上
と
な
る
高
齢
者
（
１

９
５
７
年
４
月
１
日
以

前
に
生
ま
れ
た
方
）

②
交
付
内
容

５
０
０
円
券
を
６
枚
を

ゆ
う
パ
ッ
ク
に
て
本
人

ま
た
は
家
族
に
手
渡
し

し
ま
す
。

③
発
送
日

８
月
下
旬
～
９
月
下
旬

に
随
時

④
利
用
期
限

今
年
１
２
月
末
ま
で
に

ご
利
用
く
だ
さ
い

⑤
利
用
の
仕
方

タ
ク
シ
ー
に

乗
り
、
降
車

す
る
と
き
に

利
用
券
を
渡
す
。
１
回

の
利
用
で
何
枚
使
っ
て

も
可
。
釣
銭
は
出
ま
せ

ん
の
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
利
用
は
本
人
の
み

で
す
。

井辺・森下さち子事務所にて

８月１７日（火）
１３：３０～

８月３０日（月）
１8：００～

◆事前予約をお願いします。

市役所議員団控室
森下さち子まで
☏ 435-1113

森下さち子ニュース ２０２１年 ８月号

☆無料法律相談☆

ご
挨
拶
で
も

書
き
ま
し
た
が
、

土
用
の
丑
に
つ

い
て
。
「
土
用
」

と
は
そ
も
そ
も

立
夏
、
立
秋
、
立
冬
、
立
春
直
前
の
１

８
日
間
を
示
す
言
葉
で
、
昔
の
暦
で
は

日
に
ち
の
数
え
方
は
１
２
支
で
し
た
。

な
の
で
土
用
の
丑
と
は
土
用
の
期
間
の

中
の
丑
の
日
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
年
は
７
月
２
８
日
の
一
日
だ
け
で
す

が
、
年
に
よ
っ
て
は
２
回
あ
る
時
も
。

土
用
は
い
ず
れ
も
季
節
の
変
わ
り
目
で

体
調
を
崩
し
や
す
い
時
。
特
に
今
は
酷

暑
、
猛
暑
の
夏
と
な
っ
て
お
り
、
土
用

と
い
え
ば
夏
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
と

か
。
ウ
ナ
ギ
や
梅
干
し
な
ど
「
ウ
」
の

つ
く
も
の
を
食
べ
、
桃
の
葉
を
浮
か
べ

た
湯
に
浸
か
る
こ
と
で
疲
れ
を
癒
す
と

良
い
そ
う
で
す
。

さち子の

雑感

【
高
齢
者
タ
ク
シ
ー

利
用
交
付
事
業
】


